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12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

国　税／ 給与所得者の年末調整
 今年最後の給与を支払う時
国　税／ 給与所得者の基礎控除申告

書兼配偶者控除等申告書兼
所得金額調整控除申告書・
保険料控除申告書・住宅借
入金等特別控除申告書の提
出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月10日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月6日
国　税／ 4月決算法人の中間申告 

 1月6日
国　税／ 1月、4月、7月決算法人の

消費税の中間申告（年3回
の場合） 1月6日

地方税／ 固定資産税（都市計画税）
第3期分の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

　預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金
口座にマイナンバーを付番することができる制度が「預貯金口座付
番制度」です。届出は任意。付番により今後、相続時や災害時に、
一つの金融機関の窓口でマイナンバーが付番された預貯金口座の
所在を確認できるようになるメリットがあります。
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に
進
入
し
た

　
③ 

　
信
号
の
「
赤
」「
青
」
の
意

味
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、

交
差
点
に
進
入
し
た

　
重
森
氏
は
、
心
理
学
定
義
で
は
ヒ

ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
は
①
だ
け
が
該
当

し
ま
す
が
、
現
場
に
近
い
人
は
、
赤

信
号
で
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い

う
交
通
シ
ス
テ
ム
か
ら
考
え
、
①
、

②
、
③
の
全
部
が
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ

ー
で
あ
る
と
扱
う
（
工
学
的
定
義
）

と
説
明
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
失
敗
せ
ず
に
行
為
や

判
断
を
終
え
る
（
成
功
す
る
）
方
法

を
知
っ
て
、
大
抵
は
で
き
る
は
ず
な

の
に
、
か
つ
、
失
敗
せ
ず
に
行
為
や

判
断
を
終
え
よ
う
と
思
っ
て
（
意
図

し
て
）
や
っ
た
の
に
、
意
図
と
は
違

っ
た
行
為
や
判
断
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
と
定

義
し
ま
す
。

　
こ
れ
を
簡
単
に
言
う
と
、
ヒ
ュ
ー

マ
ン
エ
ラ
ー
は
「
う
っ
か
り
ミ
ス
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵

　メ
カ
ニ
ズ
ム

　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
が
起
こ
る
、

つ
ま
り
、
う
っ
か
り
ミ
ス
が
起
こ
る

の
は
基
本
的
に
は
記
憶
の
問
題
と
注

意
の
問
題
、
２
つ
の
問
題
か
ら
生
じ

ル
を
踏
み
間
違
え
る
と
い
っ
た
ヒ
ュ

ー
マ
ン
エ
ラ
ー
を
起
こ
し
て
も
、
車

止
め
で
止
ま
り
、
す
ぐ
ブ
レ
ー
キ
を

踏
ん
だ
と
い
う
場
合
、
事
故
は
起
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
車
止

め
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
コ
ン
ビ

ニ
に
突
入
と
い
う
事
故
に
な
っ
て
い

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
の
場

合
も
、
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
の
踏

み
間
違
え
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ

ー
自
体
は
同
じ
も
の
で
す
。

１
　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
定
義
と

メ
カ
ニ
ズ
ム

　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
と
は
何
か
、

そ
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
が
起

こ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
ま
す
。

⑴

　定
義

　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
に
関
す
る
問

題
に
詳
し
い
大
学
教
授
の
重
森
雅
嘉

氏
は
、
企
業
の
安
全
研
修
に
呼
ば
れ

る
と
冒
頭
で
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
聴
講
者
に
次
の
質
問
を
し
ま
す
。

　
　
次
の
例
の
中
で
ど
れ
が
ヒ
ュ

ー
マ
ン
エ
ラ
ー
と
考
え
る
か
？

　
① 

　
赤
信
号
に
気
づ
か
ず
交
差

点
に
進
入
し
て
し
ま
っ
た

　
② 

　
赤
信
号
だ
と
知
っ
て
い
た

が
面
倒
だ
っ
た
の
で
交
差
点

　
未
然
に
防
ぐ
こ
と
は
で
き
た
が
事

故
を
起
こ
し
そ
う
に
な
っ
た
（
ヒ
ュ

ー
マ
ン
エ
ラ
ー
を
起
こ
し
た
）、
と

い
う
よ
う
な
事
象
は
、
ヒ
ヤ
リ
と
す

る
、
あ
る
い
は
ハ
ッ
ト
す
る
こ
と
で

「
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
」と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
そ
の
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
が
、
表
面
上

は
軽
微
な
事
象
で
あ
っ
て
も
、
ヒ
ュ

ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
結
果
が
損
失
を
伴

わ
な
い
で
済
む
か
、
損
失
を
伴
な
う

事
故
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
場

の
状
況
や
、
ち
ょ
っ
と
し
た
行
為
の

違
い
に
よ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

　
例
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
の
駐
車
場
で
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ

ま
す
。

　
私
達
は
日
常
生
活
で
い
ろ
い
ろ
な

判
断
を
し
て
行
動
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
行
動
や
判
断
は
記
憶
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
か
ら
取
り
出
し
て
い
る
、

と
言
え
ま
す
。

　
い
つ
も
決
ま
っ
た
行
動
を
し
て
い

る
と
記
憶
が
強
く
な
り
、
状
況
（
手

が
か
り
）
に
よ
り
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら

自
動
的
に
取
り
出
さ
れ
る
（
自
動
処

理
が
行
わ
れ
る
）行
動
を
し
ま
す
。

　
例
え
ば
靴
を
履
く
場
合
、
右
足
か

ら
履
く
な
ど
と
考
え
ま
せ
ん
。
目
覚

ま
し
時
計
が
鳴
っ
た
ら
ス
イ
ッ
チ
を

押
し
て
止
め
る
と
い
っ
た
自
動
処
理

を
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
普
段
は
あ
ま
り
や
っ
て

い
な
い
こ
と
、
注
意
を
向
け
意
識
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
処
理
を
す
る
（
制

御
処
理
を
す
る
）
場
合
、
普
段
の
処

理
で
行
う
（
自
動
処
理
す
る
）
と
事

故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
基
本
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
、
正
し
い
制
御
処
理
に
注

意
が
十
分
向
か
ず
、
う
っ
か
り
誤
っ

た
自
動
処
理
が
割
り
込
む
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ネ
マ
ン
氏
（
認

知
心
理
学
者
）
は
「
自
動
的
に
働
く

シ
ス
テ
ム
」
を
シ
ス
テ
ム
１
、「
努

事故を防ぐ
ヒューマンエラー
（うっかりミス）
の取り組み
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な
り
か
ね
ず
、
十
分
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

３
　
ル
ー
ル
違
反
の
心
理
学

　
前
述
の
「
①
赤
信
号
に
気
づ
か
ず

交
差
点
に
進
入
し
た
」、「
②
赤
信
号

だ
と
知
っ
て
い
た
が
交
差
点
に
進
入

し
た
」
は
、
①
は
見
間
違
い
（
う
っ

か
り
ミ
ス
）、
②
は
ど
う
や
っ
た
ら

良
い
か
分
か
っ
て
い
な
が
ら
間
違
え

た
の
で
す
が
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て

は
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
心
理
学
的

に
②
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
と
言

わ
ず
、
ル
ー
ル
違
反
と
し
て
別
の
考

え
方
を
し
ま
す
。

　
ル
ー
ル
違
反
は
、
意
図
的
な
ル
ー

ル
か
ら
の
逸
脱
で
す
。
本
来
の
ル
ー

ル
と
は
違
う
や
り
方
で
も
で
き
て
し

ま
う
、
し
か
も
大
抵
は
ル
ー
ル
通
り

や
る
と
面
倒
く
さ
い
し
効
率
が
悪
い

と
な
る
と
、
効
率
の
良
い
方
（
ル
ー

ル
違
反
）を
選
び
が
ち
で
す
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ヒ
ュ

ー
マ
ン
エ
ラ
ー
と
ル
ー
ル
違
反
が
重

な
る
と
、
事
故
が
起
こ
る
確
率
は
上

が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
の
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
山
の
中
の
高
圧
電
線
は
、
木
の
枝

が
接
触
し
な
い
よ
う
伐
採
す
る
作
業

（
高
所
作
業
）が
必
要
で
す
。こ
の
時
、

力
を
要
す
る
シ
ス
テ
ム
」
を
シ
ス
テ

ム
２
と
し
て
、
人
間
の
判
断
と
意
思

決
定
に
関
し
説
明
し
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
は
「
自
動
処
理
す
る
」

を
シ
ス
テ
ム
１
、
そ
し
て
、「
制
御

処
理
を
す
る
」
を
シ
ス
テ
ム
２
と
置

き
換
え
、
シ
ス
テ
ム
２
で
仕
事
す
べ

き
と
こ
ろ
を
シ
ス
テ
ム
１
で
行
動
し

た
こ
と
で
エ
ラ
ー
に
つ
な
が
る
の
だ

と
考
え
る
の
で
す
。

　
で
は
、
エ
ラ
ー
（
事
故
）
は
一
生

懸
命
注
意
す
れ
ば
防
げ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
９
割
方
は
う
ま
く
い
く
で
し

ょ
う
が
、
注
意
に
は
問
題
を
抱
え
て

い
る
側
面
が
あ
り
、
１
０
０
％
は
ム

リ
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　
そ
れ
は
人
間
の
注
意
に
つ
い
て
は

問
題
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で

・
　
遅
い
―
急
ぐ
時
、
短
時
間
で
は

制
御
処
理
が
で
き
な
い

・
　
容
量
の
限
界
―
同
時
に
注
意
を

向
け
き
れ
な
い

・
　
持
続
限
界
―
同
じ
こ
と
に
注
意

を
向
け
続
け
ら
れ
な
い

等
が
あ
り
、
エ
ラ
ー
を
起
こ
す
こ
と

に
繋
が
る
の
で
す
。

２
　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
防
止
対
策

　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
発
生
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
解
明
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

次
に
、
こ
れ
ら
の
防
止
対
策
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
く
の
か
。

　「
指
差
喚
呼
（
し
さ
か
ん
こ
）」
を

例
に
と
り
ま
し
ょ
う
。
電
車
の
運
転

手
が
、
指
を
差
し
声
を
出
し
て
い
る

動
作
を
見
か
け
ま
す
。「
出
発
」「
進

行
」「
注
意
」「
停
止
」等
呼
称
し
て
い

る
よ
う
で
す
。

　「
指
差
」
に
よ
り
対
象
を
網
膜
に

近
づ
け
る
、「
喚
呼
」
に
よ
り
注
意

を
よ
り
長
く
集
中
さ
せ
記
憶
に
焼
き

付
け
る
等
、
指
差
喚
呼
は
意
識
の
高

い
状
態
を
作
り
ま
す
。
し
か
し
、
指

差
喚
呼
が
エ
ラ
ー
を
防
止
す
る
最
大

の
要
因
は
、
刺
激
の
知
覚
と
反
応
の

間
に
別
の
動
作
と
、
そ
れ
に
伴
う
タ

イ
ム
ラ
グ
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
焦
り
か
ら
正
確
に
知

覚
す
る
前
に
動
作
を
行
っ
て
し
ま
う

こ
と
や
習
慣
的
動
作
の
抑
制
（
制
御

処
理
で
行
う
べ
き
場
面
に
自
動
処
理

が
割
り
込
む
こ
と
を
防
ぐ
）
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
防
止
対
策

は
、
い
ず
れ
の
や
り
方
が
優
れ
て
い

る
か
は
と
も
か
く
、
対
策
に
は
作
業

効
率
を
阻
害
す
る
コ
ス
ト
が
生
じ
ま

す
。
し
か
し
、
防
止
対
策
を
お
ろ
そ

か
に
し
た
り
形
骸
化
す
る
こ
と
は
、

会
社
全
体
の
損
失
に
も
及
ぶ
こ
と
に

感
電
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
絶
縁
バ
サ

ミ
を
使
う
の
で
す
が
、
電
線
に
当
た

り
さ
え
し
な
け
れ
ば
日
常
的
に
使
っ

て
い
る
高
枝
切
り
バ
サ
ミ
の
方
が
楽

だ
し
効
率
が
良
い
。
作
業
員
A
は
、

注
意
す
れ
ば
問
題
な
い
と
考
え
高
枝

切
り
バ
サ
ミ
を
使
用
。
伐
採
作
業
中

は
注
意
し
て
い
た
が
、
切
り
終
わ
っ

て
地
面
に
降
り
よ
う
と
身
体
の
位
置

を
変
え
た
時
に
ハ
サ
ミ
が
電
線
に
触

れ
事
故
が
起
こ
っ
た
（
う
っ
か
り
ミ

ス
と
ル
ー
ル
違
反
の
重
複
）。

　
ル
ー
ル
違
反
を
繰
り
返
す
う
ち
に

事
故
が
起
き
、
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ル
ー
ル

通
り
実
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ル
ー
ル
違
反
を
防
ぐ
た
め
職
場
と

し
て
の
リ
ス
ク
の
目
標
水
準
を
設
定

し
ま
す
が
、
作
業
員
に
は
各
々
、
現

在
の
リ
ス
ク
は
こ
の
位
と
知
覚
さ
れ

た
水
準
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

作
業
員
が
自
己
で
知
覚
す
る
水
準
に

よ
り
作
業
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ

り
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
防
止
の
心
理

学
」著
者
　
重
森
雅
嘉

「
フ
ァ
ス
ト
＆
ス
ロ
ー
」
著
者
　
ダ
ニ

エ
ル
・
カ
ー
ネ
マ
ン
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今
年
も
年
末
調
整
の
時
期
と
な
り

ま
し
た
。
今
年
は
定
額
減
税
制
度
が

導
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
業
務
の
負
担

が
増
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
控
除
申
告
書
の
改

訂
や
簡
易
な
扶
養
控
除
等
申
告
書
の

創
設
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

年
末
調
整
に
あ
た
り
注
意
し
た
い
ポ

イ
ン
ト
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

■
年
末
調
整
の
流
れ
■
■
■
■
■
■

　
最
初
に
、
年
末
調
整
の
基
本
的
な

流
れ
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
ま
す
。

【
図
】参
照

　
ま
ず
、
社
員
に
対
し
て
令
和
６
年

中
に
毎
月
支
払
っ
た
給
与
や
賞
与

（
以
下
「
給
与
等
」）、
天
引
き
し
た

社
会
保
険
料
や
源
泉
徴
収
税
額
を
集

計
し
ま
す
。

　
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金

額
を
計
算
し
た
後
、
社
員
か
ら
提
出

さ
れ
た
各
種
申
告
書
の
内
容
を
も
と

に
、
所
得
控
除
の
額
（【
表
】
参
照
）

と
課
税
所
得
金
額
を
計
算
し
、
所
得

税
率
を
乗
じ
て
所
得
税
額
を
算
出
し

ま
す
。
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
る
場
合
は
、
税
額
を
控
除
し
ま

す
。
こ
こ
ま
で
の
手
続
き
で
算
出
さ

れ
た
所
得
税
額
を「
年
調
所
得
税
額
」

と
い
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
今
年
導
入
さ
れ
た
定
額

減
税
の
事
務
を
行
い
ま
す
。
定
額
減

税
は
、年
末
調
整
の
対
象
者
の
う
ち
、

給
与
所
得
以
外
の
所
得
を
含
め
た
合

計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万
円
以
下

に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
人
に
対
し
て

実
施
し
ま
す
。
定
額
減
税
額
は
、「
本

人
３
万
円
」
と
「
同
一
生
計
配
偶
者

と
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き
３
万
円
」

の
合
計
額
で
求
め
ま
す
。
先
ほ
ど
算

出
し
た
年
調
所
得
税
額
か
ら
定
額
減

税
額
を
控
除
し
た
後
の
税
額
に
１
０

２
・
１
％
を
乗
じ
た
年
調
年
税
額
を

計
算
し
ま
す
。

　
そ
し
て
年
調
年
税
額
と
１
年
間
の

源
泉
徴
収
税
額
を
比
較
し
、
過
不
足

額
の
精
算
を
行
い
ま
す
。

■
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
■
■
■
■

　
令
和
６
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
定

額
減
税
可
能
額
を
控
除
し
き
れ
な
い

場
合
、
控
除
し
き
れ
な
い
金
額
は
翌

年
１
月
以
降
に
支
給
す
る
給
与
等
に

係
る
源
泉
徴
収
税
額
か
ら
控
除
は
し

ま
せ
ん
。
控
除
し
き
れ
な
い
金
額
は
、

市
区
町
村
か
ら
給
付
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
控
除
申
告
書
の
改
訂
■
■

　
令
和
６
年
分
か
ら
、
給
与
所
得
者

の
保
険
料
控
除
申
告
書
が
変
更
さ
れ

ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
生
命
保
険
料
控
除

欄
の
「
保
険
金
等
の
受
取
人
」
欄
の

う
ち
の
「
あ
な
た
と
の
続
柄
」
欄
、

地
震
保
険
料
控
除
欄
の
う
ち
の
「
保

険
等
の
対
象
と
な
っ
た
家
屋
等
に
居

住
又
は
家
財
を
利
用
し
て
い
る
者
等

の
氏
名
」
に
係
る
「
あ
な
た
と
の
続

令和６年分
年末調整のポイント

図　年末調整の流れ
①　給与・社会保険料・徴収税額の集計

⬇
②　給与所得控除後の給与等の金額の計算

⬇
③　課税給与所得金額の計算

⬇
④　年調所得税額の計算

⬇
⑤　定額減税額の控除

⬇
⑥　年調年税額の計算

⬇
⑦　過不足額の精算
　・過納額の還付　・不足額の徴収

各種申告書の受理と内容確認
⑴ 　扶養控除等（異動）申告書
⑵　基礎控除申告書
⑶　配偶者控除等申告書 　　 ⑵～⑸は
⑷ 　定額減税のための申告書 　　1枚の用紙です
⑸ 　所得金額調整控除申告書
⑹　保険料控除申告書
⑺ 　（特定増改築等）住宅借
入金等特別控除申告書
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柄
」欄
、
社
会
保
険
料
控
除
欄
の「
保

険
料
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
人
」
欄
の
う
ち
の
「
あ
な
た
と
の

続
柄
」欄
が
削
除
さ
れ
ま
し
た
。

■
定
額
減
税
の
た
め
の
申
告
書
■
■

　
定
額
減
税
に
対
応
す
る
た
め
、
給

与
所
得
者
の
基
礎
控
除
申
告
書
と
給

与
所
得
者
の
配
偶
者
控
除
等
申
告
書

に
、
定
額
減
税
に
係
る
記
載
欄
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

■
簡
易
な
扶
養
控
除
等
申
告
書
■
■

　
令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
、
給
与

所
得
者
の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申

告
書
や
従
た
る
給
与
に
つ
い
て
の
扶

養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
の
う
ち
一
定
の
事
項
に

つ
い
て
、
前
年
に
支
払
者
に
提
出
し

た
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
事
項

か
ら
異
動
が
な
い
場
合
に
は
、
異
動

が
な
い
旨
の
記
載
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
こ
の
異
動
が
な
い
旨
の

記
載
を
し
た
申
告
書
を
、

「
簡
易
な
扶
養
控
除
等
申

告
書
」と
言
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
給
与
所
得
者

の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）

申
告
書
に
つ
い
て
レ
イ
ア

ウ
ト
修
正
が
行
わ
れ
、
簡

易
な
給
与
所
得
者
の
扶
養

控
除
等
申
告
書
と
し
て
も

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

■
源
泉
徴
収
簿
の
改
訂
■

　
令
和
７
年
分
の
源
泉
徴

収
簿
の
裏
面
に
、
令
和
６

年
分
の
年
末
調
整
で
行
う

定
額
減
税
の
計
算
に
対
応

す
る
た
め
の
計
算
欄
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
追
加
さ
れ
た
計
算

欄
は
、
あ
く
ま
で
も
令
和

６
年
分
の
定
額
減
税
の
計

算
に
対
応
す
る
た
め
の
も

の
で
す
の
で
、
令
和
７
年

分
の
年
末
調
整
の
計
算
で

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

表　所得控除の種類と年末調整の可否
所得控除 可否 控　　除　　額

社会保険料控除 ◯ 支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額
小規模企業共済等掛金控除 ◯ 掛金の合計額

生命保険料控除 ◯

①　一　　般：旧契約は最高5万円、新契約は最高4万円
②　個人年金：旧契約は最高5万円、新契約は最高4万円
③　介護医療：最高4万円
①・②・③合計で最高12万円
※ ①と②について、旧契約と新契約の両方がある場合の控除額は、最高4万円ですが、
旧契約分のみで計算した場合の控除額の方が大きい場合は、旧契約分のみで適用（最
高5万円）を受けることができます。

地震保険料控除 ◯
地　　　震：最高5万円
旧長期損害：最高1万5千円
合計で最高5万円

寡婦控除 ◯ 27万円
ひとり親控除 ◯ 35万円
勤労学生控除 ◯ 27万円

障害者控除 ◯
障害者1人につき27万円
特別障害者1人につき40万円
同居特別障害者の場合は75万円

配偶者控除 ◯ 一般の控除対象配偶者：最高38万円
老人控除対象配偶者：最高48万円

配偶者特別控除 ◯ 最高38万円

扶養控除 ◯

⑴　一般の控除対象扶養親族 38万円
　（平成21.1.1以前生まれで、下記⑵、⑶に該当しない人）
⑵　特定扶養親族 63万円
　（平成14.1.2～平成18.1.1生まれ）
⑶　老人扶養親族 同居老親等以外：48万円
　（昭和30.1.1以前生まれ） 同 居 老 親 等：58万円

基礎控除 ◯ 最高48万円
雑損控除 ×
医療費控除 ×
寄附金控除 × （注）ふるさと納税の場合、ワンストップ特例制度　有
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男
女
と
も
に
仕
事
と
育
児
・
介
護

を
両
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

令
和
６
年
５
月
31
日
（
以
下
「
公
布

日
」
と
表
記
し
ま
す
。）
に
、
育
児
・

介
護
休
業
法
等
の
改
正
法
が
公
布
さ

れ
、
令
和
７
年
４
月
１
日
（
※
）
か

ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

※
　
一
部
異
な
る
施
行
期
日
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。
令
和
７
年
４
月
１

日
以
外
を
施
行
期
日
と
す
る
も
の

は
記
事
内
で
個
別
に
ご
案
内
し
ま

す
。

一

　改
正
の
概
要

　
今
回
の
制
度
改
正
は
、
男
女
と
も

に
仕
事
と
育
児
・
介
護
を
両
立
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も

の
で
、
次
の
３
つ
に
大
別
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

⑴
　
子
の
年
齢
に
応
じ
た
柔
軟
な
働

き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
の

拡
充

⑵
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
の
公
表

義
務
の
対
象
拡
大
や
次
世
代
育
成

支
援
対
策
の
推
進
・
強
化

⑶
　
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
仕
事

と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
の
強
化

二

　改
正
趣
旨
と
主
な
改
正
内
容

⑴

　子
の
年
齢
に
応
じ
た
柔
軟
な
働

き
方
の
実
現

　
労
働
者
の
仕
事
と
育
児
の
両
立
支

援
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

「
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め

の
措
置
」
の
制
度
等
の
周
知
と
そ
の

利
用
の
意
向
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
子
や
各
家
庭
の
状
況
に
応
じ
た

個
別
の
意
向
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
改
正
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

①
　
育
児
の
た
め
の
所
定
外
労
働
の

制
限
の
改
正

　
　
所
定
外
労
働
の
制
限
（
残
業
免

除
）
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
範

囲
が
、
小
学
校
就
学
前
の
子
（
現

行
は
３
歳
に
な
る
ま
で
の
子
）
を

養
育
す
る
労
働
者
に
拡
大
さ
れ
ま

す
。

②
　
子
の
看
護
休
暇
の
改
正

　
　
子
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、

次
の
ア
か
ら
ウ
の
改
正
が
行
わ
れ

ま
す
。

ア
　
取
得
事
由
の
追
加

　
　
現
行
は
、
負
傷
・
疾
病
に
か

か
っ
た
子
の
世
話
や
疾
病
予
防

の
た
め
の
世
話
を
行
う
と
き
に

認
め
ら
れ
て
い
る
子
の
看
護
休

暇
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
と
き

に
も
取
得
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

・
　
感
染
症
に
伴
う
学
級
閉
鎖

等
・
　
入
園
（
入
学
）
式
、
卒
園

式
へ
の
参
加
な
ど

イ
　
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
拡
大

　
　
小
学
校
３
年
生
（
現
行
は
小

学
校
就
学
前
）
ま
で
拡
大
さ
れ

ま
す
。

ウ
　
適
用
除
外
者
の
見
直
し

　
　
勤
続
６
か
月
未
満
の
労
働
者

を
労
使
協
定
に
基
づ
き
、
子
の

看
護
休
暇
の
対
象
者
か
ら
除
外

す
る
仕
組
み
が
廃
止
さ
れ
ま

す
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
労
使

協
定
に
よ
り
除
外
で
き
る
の
は
、

「
週
の
所
定
労
働
日
数
が
２
日

以
下
の
労
働
者
」
の
み
と
な
り

ま
す
。

③
　
育
児
の
た
め
の
テ
レ
ワ
ー
ク
導

入（
努
力
義
務
）

　
　
３
歳
に
な
る
ま
で
の
子
を
養
育

す
る
労
働
者
に
関
し
事
業
主
が
講

ず
る
措
置
（
努
力
義
務
）
の
内
容

に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
追
加
さ
れ
ま

す
。

④
　
３
歳
以
上
小
学
校
就
学
前
の
子

を
養
育
す
る
労
働
者
に
関
す
る
柔

軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の

措
置

※
　
④
は
、
令
和
７
年
10
月
１
日

が
施
行
日
と
な
り
ま
す
。

　
　
事
業
主
は
、
次
の
中
か
ら
２
つ

以
上
の
制
度
を
選
択
し
て
措
置
す

る
義
務
が
生
じ
、
労
働
者
は
そ
の

中
か
ら
１
つ
選
べ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

・
　
始
業
時
刻
等
の
変
更

・
　
テ
レ
ワ
ー
ク
等

・
　
保
育
施
設
の
設
置
運
営
等

・
　
新
た
な
休
暇
の
付
与

・
　
短
時
間
勤
務
制
度

　
　
ま
た
、
選
択
し
た
措
置
に
つ
い

て
、
労
働
者
に
対
す
る
個
別
の
周

知
・
意
向
確
認
の
措
置
を
講
ず
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

育児・介護休
業法等の改正
令和７年４月施行
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⑤
　
仕
事
と
育
児
の
両
立
に
関
す
る

個
別
の
意
向
の
聴
取
・
配
慮

※
　
⑤
も
、
令
和
７
年
10
月
１
日

が
施
行
日
と
な
り
ま
す
。

　
　
妊
娠
・
出
産
の
申
出
時
や
子
が

３
歳
に
な
る
前
に
、
労
働
者
の
仕

事
と
育
児
の
両
立
に
関
す
る
個
別

の
意
向
の
聴
取
・
配
慮
を
す
る
こ

と
が
、
事
業
主
に
義
務
付
け
ら
れ

ま
す
。

⑵

　公
表
義
務
の
対
象
拡
大
や
次
世

代
育
成
支
援
対
策
の
推
進
・
強
化

①
　
公
表
義
務
の
対
象
拡
大

　
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
の
公
表

義
務
の
対
象
は
、
常
時
雇
用
す
る

労
働
者
数
が
３
０
０
人
超
（
現
行

で
は
１
０
０
０
人
超
）
の
事
業
主

に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

②
　
状
況
把
握
・
数
値
目
標
の
設
定

　
　
従
業
員
数
１
０
０
人
超
の
企
業

は
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計

画
策
定
時
に
、
育
児
休
業
の
取
得

状
況
等
に
係
る
状
況
把
握
・
数
値

目
標
の
設
定
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
（
従
業
員
数
１
０
０
人
以
下
の

企
業
は
、
努
力
義
務
の
対
象
で

す
。）。

③
　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

の
有
効
期
限
延
長

※
　
こ
の
改
正
は
、
公
布
日
か
ら

す
で
に
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

の
有
効
期
限
は
、
令
和
７
年
３
月

31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

10
年
間
延
長
さ
れ
、
令
和
17
年
３

月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

⑶

　介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
措
置

　
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
仕
事
と

介
護
の
両
立
支
援
制
度
の
強
化
等
を

行
う
た
め
、
次
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

す
。

①
　
制
度
の
周
知
・
意
向
確
認

　
　
労
働
者
が
家
族
の
介
護
に
直
面

し
た
旨
を
申
し
出
た
時
に
、
両
立

支
援
制
度
等
に
つ
い
て
個
別
の
周

知
・
意
向
確
認
を
行
う
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
。

②
　
情
報
提
供
・
環
境
整
備

　
　
労
働
者
等
へ
の
両
立
支
援
制
度

等
に
関
す
る
早
期
（
40
歳
等
）
の

情
報
提
供
や
、
雇
用
環
境
の
整
備

（
研
修
、
相
談
窓
口
設
置
等
の
い

ず
れ
か
を
選
択
し
て
措
置
）
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
。

③
　
介
護
休
暇
の
対
象
労
働
者
の
範

囲
　
　
勤
続
６
か
月
未
満
の
労
働
者
を

労
使
協
定
に
基
づ
き
、
介
護
休
暇

の
対
象
者
か
ら
除
外
す
る
仕
組
み

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

④
　
措
置
の
追
加

　
　
家
族
を
介
護
す
る
労
働
者
に
関

し
事
業
主
が
講
ず
る
措
置
（
努
力

義
務
）
の
内
容
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク

が
追
加
さ
れ
ま
す
。

三

　改
正
に
向
け
て
の
準
備

　
今
回
の
改
正
は
、
実
施
事
項
が
多

く
、ま
た
、各
種
措
置
の
拡
充
に
伴
っ

て
、
育
児
や
介
護
を
す
る
労
働
者
へ

の
対
応
の
ほ
か
、
周
囲
の
従
業
員
と

の
調
整
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

（
残
業
免
除
、
子
の
看
護
休
暇
の
取

得
事
由
拡
大
な
ど
に
伴
っ
て
、
職
務

内
容
の
見
直
し
・
同
僚
へ
の
引
き
継

ぎ
や
分
担
を
行
う
な
ど
）。

　
ま
ず
は
、
改
正
内
容
の
把
握
と
併

せ
、
現
行
の
社
内
制
度
が
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
を
再
確
認
し
な

が
ら
、
改
正
対
応
の
準
備
を
進
め
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に
改
正
内
容
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
等
公
開
、
改
正
説
明
会
・
育

児
休
業
取
得
促
進
等
に
関
す
る
セ
ミ

ナ
ー
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
れ
ら
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

改正の概要 改正の趣旨

子の年齢に応じた柔軟な
働き方を実現するための
措置の拡充

　子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望す
る割合が高くなっていくことなどから、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を
両立できるようにしていく必要がある。
　労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するためには、「柔軟な働き方を実現するた
めの措置」の制度等の周知とその利用の意向を確認するとともに、子や各家庭の状況に応じ
た個別の意向に配慮する必要がある。

育児休業の取得状況の公
表義務の拡大や次世代育
成支援対策の推進・強化

　現在の少子化の進行等の状況や「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点
から、次世代育成支援対策推進法を延長するとともにその実効性をより高め、男性の育児休
業取得等をはじめとした仕事と育児の両立支援に関する事業主の取組を一層促す必要がある。

介護離職防止のための仕
事と介護の両立支援制度
の強化等

　仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、
仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知が図られるとともに、
両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことが必要である。

（厚生労働省資料より）
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　「不機嫌ハラスメント」（フキハラ）とは、
不機嫌な態度をとることで、周囲に不快な
思いをさせたり、過剰に気をつかわせたり、
精神的な苦痛を与えたりする事を指します。
　人間ですから、誰にでも何らかの理由で
不機嫌になることはあります。
　「不機嫌になるのはいけない」というこ
とではありませんが、不機嫌さを態度に表
す、しかも強度になると周囲に影響を与え
ることは知っておいた方がよいです。
　例えば、
・　仕事を頼むとトタンに嫌な顔をする
・　挨拶しても顔をそむける
・　やり取りする中で不機嫌さを露骨に顔
に出したり、舌打ちする

等々です。
　このようなフキハラをする人が職場にい
ると、その人に話しかけづらいので、必要
な打ち合わせを確認しづらく、業務を進め

る中でミスが発生したり、「自分が何か怒
らせるようなことをしたか？」と気になり
業務に集中できないなどの影響が出ます。
　その中でも特に影響するのは「不機嫌が
周囲に伝染し、新たなフキハラを生じる可
能性がある」ことです。
　人間の感情は伝染すると言われています
ので、単なる「不機嫌」を無視し放置して
おくと、職場の雰囲気が悪化し、労働生産
性が低下していきます。
　この対策としては
・　フキハラは職場のハラスメントである
とし、防止すべきことを社員に周知し、
注意喚起する
・　実際にフキハラをしている社員に対し
て周囲がどのように感じているかを伝え、
不機嫌の理由を傾聴する機会を持つ
・　疲労蓄積など身体的要因から起きるフ
キハラもあるので、特に残業や休日出勤
が増えている時はその配慮をする 
　フキハラの内容を正しく理解し防止する
ことは、よい職場環境作りへ繋がります。

不機嫌ハラスメント

　足し算や引き算を瞬時に解く人がいま
す。それは独特の計算方法や手順（アルゴ
リズム）で計算するからです。例えば、
①千円札で768円の買い物、おつりは？

1000＝999＋1
9は他の数字より大きい
故に999から768を引く
そして1を足す
232が答え（おつり算）

②繰下げのある引き算
97は100に比べ
3小さい

③37円と88円の品物を購入した支払額
上記②と
同様に考える

　スーパーコンピューターにも、このよう
な種々の計算方法が採用されています。

「計算」と「計算方法」　
地
方
百
貨
店
・
M
社（
同
族
会
社
）

の
M
社
長
は
、
長
年
に
わ
た
り
競

争
に
生
き
延
び
て
来
ら
れ
た
理
由
を

① 

　
土
地
確
保
の
た
め
の
地
元
資
本

へ
の
信
頼
性
と
地
権
者
へ
の
説
得

活
動

② 
　
社
長
か
ら
運
転
手
ま
で
親
類
・

縁
者
で
30
人
い
た
が
同
族
中
心
の

体
制
に
し
な
か
っ
た

③ 

　
不
信
挽
回
は
先
陣
を
切
る
社
長

を
中
心
に
逃
げ
隠
れ
し
な
か
っ
た

④ 

　
同
族
に
捉
わ
れ
な
い
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
た
経
営
を
心
掛
け
て
い
る

⑤ 

　
人
事
で
は
同
族
を
意
識
し
た
上

で
の
公
平
な
配
慮
を
し
て
い
る

と
分
析
し
ま
す
。

　
②
と
⑤
か
ら
、
社
員
全
員
を
公
平

に
扱
う
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

同
族
会
社
で
働
く
社
員
に「
会
社
は
、

し
ょ
せ
ん
社
長
一
族
の
所
有
で
あ
る
」

と
い
う
思
い
が
あ
る
の
は
無
理
か
ら

ぬ
こ
と
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
意
識

し
た
上
で
同
族
会
社
の
強
み
を
発
揮

し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
す
。

同
族
会
社

 999
－768
 231
 ＋　1
 ＝232

126－97
126－100＋3
＝26＋3＝29

＝37＋88
＝37＋100－12
＝37－12＋100
＝125

発行


